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最初の拒絶理由通知に対する応答後の審査

最後の拒絶理由通知に対する応答後の審査

一回目の審査

本願発明の認定

調査対象の決定

先行技術調査

拒絶理由を発見したか

最初の拒絶理由通知

Yes

意見書・補正書等の提出

意見書・補正書等の検討

最後の拒絶理由通知

意見書・補正書等の提出

意見書・補正書等の検討

特許査定

No

拒絶査定(注1)

拒絶理由は解消したか

他の拒絶理由を発見したか

「最後」とすべきか

拒絶理由は解消したか

他の拒絶理由を発見したか

「最後」とすべきか(※)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

前置審査(第3図)

(注2)

第2図の手順に従って検討
(必要に応じて補正を却下)

特許査定

No

No

No Yes

拒絶査定(注1)

前置審査(第3図)

(注2)

No

特許査定

No

第１図　審査の流れ

「第２章　審査の手順」の関連箇所

第１節　本願発明の認定

第２節　先行技術調査及び新規　
性・進歩性等の判断
　2. 調査対象
　3. 先行技術調査
　4. 新規性、進歩性等の判断

第３節　拒絶理由通知
　2. 拒絶理由通知の種類
　3.1 一回目の拒絶理由通知
　3.2 二回目以降の拒絶理由通知

第４節　意見書・補正書等の取扱い

第５節　査定
　2. 特許査定
　3. 拒絶査定

第６節　補正の却下の決定
　2. 「最後の拒絶理由通知」とする  
　　ことが適当であったか否かの検
　　討
　3. 補正の却下の検討
　4. 補正を却下する場合の出願の取
　　扱い
　5. 補正を却下しない場合の出願の
　　取扱い

第７節　前置審査

第８節　出願人との意思疎通及び審
　査のために必要な書類等の求め

(注1)通知した拒絶理由が解消さ
れていないものの、その拒絶理
由を解消するために出願人がと
り得る対応を審査官が示せる場
合であって、当該対応をとるこ
とについて出願人との間で合意
が形成できる見込みがあると判
断されるときは、出願人との意
思疎通を図り、合意が形成され
れば「最後の拒絶理由通知」を
通知する。

(注2)審判請求時に明細書等に

ついて補正があった場合
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第２図　「最後の拒絶理由通知」に対する応答とし
て補正がなされた場合の審査の流れ

原則として、補正を受け入れた上で再度審査
をする。なお、出願人が拒絶理由通知を「最
初」とすべきことを主張し、それを前提に補
正をしている場合は、「最初」であったもの
として取り扱う。Yes

No

目的にbが含まれる場合

補正の却下の決定

Yes

Yes

No

目的がa,c,dのみの場合

No

拒絶査定

Yes

拒絶理由通知
（第1図 へ)

特許査定

No

No

(注)補正後の発明が独立して特許を受けられるかどうかの判断は、次の要件に基づいて判断する。
第29条、第29条の2、第32条、第36条第4項第1号及び第6項第1号から第3号、第39条第1項から第4項

Yes

No

拒絶理由通知を「最後」とすることは適当であったか

補正は、新規事項を追加する補正か(第17条の2第3項)

特許請求の範囲について補正がされているか

補正は、発明の特別な技術的特徴を変更する補正か
(第17条の2第4項)

特許請求の範囲についてする補正は、
以下のいずれの事項も目的としない

補正(目的外補正)か(第17条の2第5項)

　　a.請求項の削除(第1号)
　　b.特許請求の範囲の限定的減縮(第2号)
　　c.誤記の訂正(第3号)
　　d.明瞭でない記載の釈明(第4号)

限定的減縮後の発明が独立して
特許を受けられるか(注)

(第17条の2第6項)

発明が独立して特許を受け
られるかどうかに関する要件
以外の要件についての拒絶理由

が解消されたか

「最後の拒絶理由通知」で
指摘した拒絶理由が解消

されたか

他の拒絶理由があるか

「最後の拒絶理由通知」で指
摘した拒絶理由は適切であっ

たか

No

Yes

Yes

No

No

Yes

Yes

YesNo

 

 

 

  



第I部 審査総論 

 - 3 - (2020.12) 

第３図　前置審査の流れ

No

No

Yes

Yes

Yes

目的にbが含まれる場合

補正は適法になされて
いない

Yes

No

目的がa,c,dのみの場合

No

［前置報告］
・原査定を維持すべき場合は、その理由
・補正を却下すべき場合は、その理由
・前置審査において拒絶理由を通知した場合は、
　通知した拒絶理由のうち解消していない理由
・争点があれば、争点及び争点についての判断
・他に拒絶理由を発見した場合は、その理由

Yes

拒絶理由通知
(その後の審査は

3.4参照)

原査定を取り消し
特許査定

Yes

No

No

No

No

補正の却下の
決定

Yes

No

Yes

Yes

Yes

No

Yes

No

補正は、新規事項を追加する補正か(第17条の2第3項)

特許請求の範囲について補正がされているか

補正は、発明の特別な技術的特徴を変更する
補正か(第17条の2第4項)

特許請求の範囲についてする補正は、
以下のいずれの事項も目的としない

補正(目的外補正)か(第17条の2第5項)

　　a.請求項の削除(第1号)
　　b.特許請求の範囲の限定的減縮(第2号)
　　c.誤記の訂正(第3号)
　　d.明瞭でない記載の釈明(第4号)

限定的減縮後の発明が独立して
特許を受けられるか

(注1)(第17条の2第6項)

発明が独立して特許を受
けられるかどうかに関す
る要件以外の要件につい
ての拒絶理由があるか

審判請求時の補正後の出
願について、拒絶査定の
理由は解消されたか

補正後の出願に対し
他の拒絶理由があるか

拒絶理由は補正によって
新たに通知する必要が生
じたもののみか（注2）

拒絶査定は適切で
あったか

補正前の出願に対し
他の拒絶理由があるか

(注1)補正後の発明が独立して特許を受けられるかどうかの判断は、次の要件に基づいて判断する。
第29条、第29条の2、第32条、第36条第4項第1号及び第6項第1号から第3号、第39条第1項から第4項

(注2)補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由とは、以下の(i)又は(ii)に該当する拒絶理由である。
　(i)審判請求時の補正によって生じた新たな拒絶理由
　(ii)拒絶査定に至るまでに生じていた拒絶理由であったが、拒絶査定に至るまでは判断する必要のなかった
　　 ものであって、審判請求時の補正によって判断する必要が生じた結果、発見した拒絶理由

(※)拒絶査定の理由等を解消するた
めに請求人が取り得る対応を審査官
が示せる場合については、3.5参照

 

 


